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日本産精米の対中輸出の流れ
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（注１）無発生区域：中国が検疫の対象としているヒメアカカツオブシムシ、ヒメマダラカツオブシムシ及
びカザリマダラカツオブシムシが無発生であることが確認され、かつ、無発生の状態が維持
されている地区

輸入検査

・輸出入検査検
疫機関が実施
・検疫上の問題
があった場合
には、問題の
内容及び中国
側対応を日本
に通知

通関・流通

袋詰め

研削処理
＋

選 別

通気性のある包装
材を使用。包装に
は中国向けである
こと等を中国語で
表記。

再汚染防止措置を講じた密閉容器で輸送（注
２）

日 本

植物検疫証
明書の発給

輸出検査

（注２）再汚染防止措置として、精米の積込み前にコンテナ－等に対して検査及び消毒を実施。

指定精米工場
無発生区域（注１）



精米工場の指定基準

精米工場（併設された玄米貯蔵庫を含む）にカツオブシム
シ類※の誘引剤を用いたトラップを１００平方メートル当たり
１個以上設置し、１年間調査。トラップは週１回以上調査さ
れ、カツオブシムシ類が、無発生であることを確認。調査は
無発生の確認後も継続。

○トラップ調査（発生調査）

精米工程は、研削工程及び色彩選別工程を連続して含むも
のであること。

○精米工程

○確認体制等
発生調査確認体制、再汚染防止措置確認体制及び記録保管体

制が採られ、責任者が設置されていること。
※中国が検疫の対象としているヒメアカカツオブシムシ、ヒメマダラカツオブシムシ及び
カザリマダラカツオブシムシ



精米工場の指定申請

○所在地を管轄する植物防疫所に以下の書類を添えて申請
（１）精米工場所在地図

（２）精米工場見取図（トラップ設置場所、各部屋の名称・
面積を記載）
（３）精米工程図
（４）発生調査確認実施計画書
（５）発生調査、中国向け精米処理の実施日時数量及び再汚染
防止措置に係る記録様式



②植物防疫官による書類・実地審査、発生調査指
導・確認等
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①植物防疫所長等（注1）宛てに精米工場指定申
請書＋工場所在地図、トラップ設置場所等を
提出

⑦中国側現地訪問(注3)

⑨指定通知

（指定後）精米工場の状況調査（月１回以上）

精米工場

③誘引剤を用いたト
ラップを設置（１個
／１００ｍ２）

④発生調査結果
を取りまとめ

（指定後）中国側検査官のプレクリアランス
（輸出１年目）

１年間（注２）

⑤植物防疫所長等宛てに発生調査結果を報告

⑩指定について植物防疫所
のホームページで公表

精米工場指定手続きの流れ

（注1）植物防疫所長等は、当該施設の所在地を管轄する植物防疫所長、植物防疫事務所長、支所長又は出張所長。
（注2）精米工場は、月に１回以上植物防疫官に発生調査の結果を報告。
（注3）中国側検査官の派遣に要する費用は、輸出者負担。

⑧協議

⑥訪問
要請



くん蒸倉庫の登録基準

くん蒸室及び精米の搬入経路にカツオブシムシ類の誘引剤
を用いたトラップを１００平方メートル当たり１個以上設置
し、３か月間調査。トラップは週１回以上調査され、カツオ
ブシムシ類が無発生であることを確認。

○トラップ調査（発生調査）

植物防疫官が輸入植物検疫規程第４条第２項に基づき指定し
たくん蒸倉庫又は同等の構造を有し要件を満たしていることが
確認できる倉庫。

○倉庫の仕様

○確認体制等
発生調査確認体制、再汚染防止措置確認体制及び記録保管体

制が採られ、責任者が設置されていること。



くん蒸倉庫の登録申請

○所在地を管轄する植物防疫所に以下の書類を添えて申請
（１）くん蒸倉庫所在地図

（２）くん蒸倉庫見取図（精米搬入経路、くん蒸室、トラップ
設置場所、各部屋の名称・面積を記載）

（３）発生調査、中国向け精米のくん蒸処理の実施日時数量
及び再汚染防止措置に係る記録様式

（４）輸入植物検疫規程第４条第２項の指定くん蒸倉庫でない
場合は、くん蒸倉庫構造明細書（平面図及び立面図を含む。）
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⑩使用の是非を通知

くん蒸倉庫

③誘引剤を用いたトラッ
プを設置（１個／１０
０ｍ２）

④発生調査結果を取り
まとめ

くん蒸倉庫登録手続きの流れ

３か月間 (注２）

⑤植物防疫所長等宛てに発生調査結果を報告

②書類・実地審査、発生調査指導・確認等

⑦
登
録
の
旨

を
通
知
・

訪
問
要
請

⑧中国側現地訪問（注3）

⑥登録通知

（実施要領に加え、中国側の追加的な要請を踏まえた手続き（以下の図の⑨の協議及び⑩～⑪を加えた
もの）

⑪登録について植物
防疫所のホームペー
ジで公表

①植物防疫所長等（注1）宛てにくん蒸倉庫登
録申請書＋倉庫所在地図、トラップ設置場所
等を提出

⑨協議

（注1）植物防疫所長等は、当該施設の所在地を管轄する植物防疫所長、植物防疫事務所長、支所長又は出張所長。
（注2）精米工場は、月に１回以上植物防疫官に発生調査の結果を報告。
（注3）中国側検査官の派遣に要する費用は、輸出者負担。



輸出の際の手続き

○くん蒸処理
（１）輸出前にリン化アルミニウムを用いたくん蒸を実施。
（２）輸出者は、所在地を管轄する植物防疫所に、くん蒸予定月日等を記した
くん蒸計画書を提出。

（２）植物防疫官は、くん蒸処理の１か月前から精米の搬出時までの間、くん蒸
室及び精米の搬入経路において、トラップ調査及びモニタリング調査が行われて
いること、カツオブシムシ類及び中国側が侵入を警戒するその他害虫が発見され
ないこと等、 所定の検査を実施。

○輸出検査
（１）輸出者は、植物等輸出検査申請書を植物防疫所に提出。

（３）植物防疫官は、輸出検査に合格した荷口に対して、植物検疫証明書を交付。

（３）植物防疫官は、くん蒸処理が適切に行われたことを確認。

精米の積み込み前にコンテナー等に対して検査及び消毒を実施。

清潔かつ衛生的で、通気性のある新しい包装材で包装。各包装には中国向け
であること、品種、精米工場及び輸出者の名称・住所を中国語で表記。

○再汚染防止措置

○包装材の条件



くん蒸処理について

○使用薬剤： リン化アルミニウム

倉庫くん蒸

方 法 薬 量 くん蒸温度＊ 時 間

2．5g／m3

１２℃以上 １６℃未満
１６℃以上 ２１℃未満
２１℃以上

７ 日
６ 日
５ 日

＊くん蒸中に、精米袋内及びくん蒸室の温度を４時間毎に計測し、
各計測時において、精米袋内とくん蒸室の温度の差が、
① ５℃以内の場合には、両温度の平均値をくん蒸温度とする。
② ５℃より大きい場合には、精米袋内の温度をくん蒸温度とする。

注）くん蒸終了直前に、くん蒸室後部の上端、中部の中間及び前部の
底端の計３か所の精米袋内のリン化水素濃度を測定し、それぞれ
３００ppm以上であること。

○くん蒸処理
（１）輸出前にリン化アルミニウムを用いたくん蒸を実施。
（２）くん蒸倉庫は、予め３か月間、カツオブシムシ類の誘引剤を用いたトラップ

調査（発生調査）を実施。
（３）くん蒸の都度、くん蒸開始１か月前から精米の搬出時までの間、カツオブ

シムシ類の誘引剤を用いたトラップ調査（発生調査）を実施。



精米工場（併設された玄米貯蔵庫を含む。）は、カツオブシムシ類の誘引剤を使用したト
ラップ調査（発生調査）を１年間実施し、カツオブシムシ類が発生していないことを確認の
上、指定。調査は指定後も継続。

トラップ調査について

（誘引剤を用いたトラップ）

くん蒸倉庫は、予め３か月間、カツオブシムシ類の誘引剤を用いたトラップ調査（発生調
査）を実施。くん蒸の都度、くん蒸開始１か月前から精米の搬出時までの間、カツオブシムシ
類の誘引剤を用いたトラップ調査（発生調査）を実施。

○検疫対象病害虫
３種のカツオブシムシ
・ヒメアカカツオブシムシ
・カザリマダラカツオブシムシ
・ヒメマダラカツオブシムシ

イネもみ枯れ細菌病菌
イネえそモザイクウイルス

○トラップ調査（発生調査）

ヒメマダラカツオブシムシ
（Trogoderma inclusum ）

カザリマダラカツオブシムシ
（Trogoderma anthrenoides ）

ヒメアカカツオブシムシ
（Trogoderma granarium ）



2018年5月に追加された検疫条件

○ 精米工場及びくん蒸倉庫は、中国側が侵入を警戒するその他
害虫（Tribolium destructor及びグラナリアコクゾウムシ
（Sitophilus granarius））に関して歩行性昆虫用トラップを使
用したモニタリング調査を実施。

Tribolium destructor
（和名無し）
体長：４～４．５mm

Sitophilus granarius
(グラナリアコクゾウムシ)
体長：３～３．５mm

歩行性昆虫用のトラップ
（床置き式粘着トラップ）
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